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※参議院本会議での法律案に関する報告 

 

 

 

 

○議長（江田五月君） これより会議を開きます。 

 日程第一 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律の一部を改正する

法律案（津田弥太郎君外八名発議）を議題といたします。 

 まず、委員長の報告を求めます。厚生労働委員長辻泰弘君。 

 

○辻泰弘君 ただいま議題となりました法律案につきまして、厚生労働委員会における審査の経

過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、平成十九年の厚生年金特例法成立以降、給与等からの保険料控除の事実があった

にもかかわらず、年金給付に結び付かない方々の救済のための取組が行われてきたものの、申立

ての内容が一応確からしいという年金記録確認第三者委員会における判断基準等の下で、あっせ

ん比率が三割台にとどまっているという現状にかんがみ、非あっせんとなる事例の発生を相当程

度防ぐための措置等を講じようとするものであります。 

 その主な内容は、第一に、過去における保険料の控除の事実の有無の判断に当たって、労働保

険等の記録の収集等を行うこととするとともに、社会通念上明らかに不合理であるとは言えない

と認める場合は、当該事実があった旨の判断を行うこととするものであります。 

 第二に、保険料納付の義務を履行すべき立場にある事業主に対する納付勧奨は、当該被保険者

に係る保険料の社会保険庁に対する納付義務が履行されなかったことが明らかであり、かつ、そ

のことについて国の責めに帰すべき事由があるおそれがないと認める場合に限ることとするもの

であります。 

 委員会におきましては、年金記録確認第三者委員会においてあっせんが進まない理由、本法律

案の年金記録回復に対する効果、年金記録確認第三者委員会の判断基準を法制化する理由、保険

料納付義務不履行に係る国の責めに帰すべき事由の定め方、特例納付保険料の納付勧奨を限定す

ることに伴う影響等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 

 質疑を終局し、国会法第五十七条の三の規定に基づいて内閣から意見を聴取いたしましたとこ

ろ、政府としては反対である旨の意見が述べられました。 

 次いで、討論に入りましたところ、自由民主党及び公明党を代表して衛藤晟一理事より反対す

る旨の意見が述べられました。 

 討論を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたし

ました。 

 以上、御報告申し上げます。（拍手） 

 

 



○議長（江田五月君） これより採決をいたします。 

 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 

   〔投票開始〕 

 

○議長（江田五月君） 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 

   〔投票終了〕 

 

○議長（江田五月君） 投票の結果を報告いたします。 

  投票総数         二百三十二   

  賛成             百三十   

  反対              百二   

 よって、本案は可決されました。（拍手） 


